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獣医師免許をお持ちの皆様へ
令和４年12月31日現在の状況を、

お住まいの都道府県に届け出てください。

☞農林水産省ＨＰ：『獣医師免許をお持ちの皆様へ(獣医師法第22条の届出)』
今年度から農林水産省共通申請サービス（eMAFF）によるオンラインでの

届出も開始されました。

☞千葉県庁ＨＰ：『獣医師法第22条の届出』
下記のアドレスから様式がダウンロードできます。

届出様式や記載方法は以下に掲載しています

http://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/tetsuzuki/700/zyuishi22zyou.html

https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html

★勤務地ではなく住所地ですのでご注意ください。

・獣医師には、獣医師法第22条に基づく２年ごとの届出が義務
付けられています。
・届出様式に必要事項を記入の上、令和５年１月１日から１月

31日までに、お住まいの都道府県に提出してください。

千葉県にお住まいの方の提出先（書面提出の場合）
〒260‐8667 千葉市中央区市場町１番１号 千葉県庁本庁舎 １８階
千葉県 農林水産部 畜産課家畜衛生対策室 獣医事担当あて

窓口へ提出か、郵送にて、２部（A4両面印刷）届け出てください
問合先℡：043-223-2938

◆ 獣医事への従事の有無にかかわらず、すべての獣医師が対象です。

◆ 集計結果は獣医師の分布、就業状況、移動状況を的確に把握するために利用されています。



診療施設に関する届出事項に
変更はありませんか？？

開設している診療施設について、届出事項を変更した場合には、
10日以内に届け出ることが獣医療法第３条で義務づけられていま
す。
以下の事項に変更があった場合は、南部家畜保健衛生所まで変更
届出書等を提出してください。

① 開設者の氏名及び住所
・開設者の変更（個人から法人、親から子への変更等）：
旧施設の廃止届出及び新施設の開設届出

・開設者の氏名の変更：変更届出
・開設者の住所の変更：変更届出

② 診療施設の名称

③ 診療施設の構造設備の概要及び平面図
・全面的な改築：旧施設の廃止届出及び新施設の開設届出
・部分的な改築による変更等：変更届出

④ 管理獣医師の氏名及び住所

⑤ 診療の業務を行う獣医師の氏名

⑥ 診療の業務の種類

⑦ 定款の変更（開設者が法人である場合）

詳しくは南部家畜保健衛生所（☎ 04‐7092‐2304）
までお問い合わせください。

届出様式は以下の千葉県HPからダウンロードできます！
☞ https://www.pref.chiba.lg.jp/chikusan/shinryoushisetsu/kaisetsu3.html



※ 結婚等により、本籍地の都道府県名、氏名や性別が変更された場合は、
変更があった日から３０日以内に、登録事項の変更申請が別途必要です。
詳細は、農林水産省ＨＰ（下記ＵＲＬ等）に掲載しています。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/menkyo.html#b

※ 結婚等により、本籍地の都道府県名、氏名や性別が変更された場合は、
変更があった日から３０日以内に、登録事項の変更申請が別途必要です。
詳細は、農林水産省ＨＰ（下記ＵＲＬ等）に掲載しています。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/menkyo.html#b

・・・・・

獣医師免許をお持ちの皆様へ

令和４年12月31日現在の状況を、
お住まいの都道府県に届け出てください｡

◎ 獣医師には、獣医師法第２２条に基づく
２年ごとの届出が義務付けられています｡

◎ 令和４年度は届出が必要です｡

◎ 届出様式に必要事項を記入の上、
令和５年１月１日から１月３１日までに、
お住まいの都道府県に提出してください。
※届出様式や記載方法は農林水産省ＨＰ

（下記ＵＲＬ又は左上のQRコード）に掲載しています。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html

◎ 獣医師には、獣医師法第２２条に基づく
２年ごとの届出が義務付けられています｡

◎ 令和４年度は届出が必要です｡

◎ 届出様式に必要事項を記入の上、
令和５年１月１日から１月３１日までに、
お住まいの都道府県に提出してください。
※届出様式や記載方法は農林水産省ＨＰ

（下記ＵＲＬ又は左上のQRコード）に掲載しています。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html

獣医師 届出 検索

農林水産省 消費・安全局
畜水産安全管理課獣医事班

 期日までに届出をしなかった場合、免許の取消し又は業務停止を
命じられることがあります。

 本届出は獣医師の分布、就業状況等を的確に把握したり、獣医療
に関する通知等の情報配信等のために利用されます。

オンラインで届出ができるよう
になりました！ 詳しくはこちら

注）初期登録に最大１週間程度かかります



第６号様式

年12月31日現在）
（2）本籍地の属する 都道

  都道府県名 府県
1 令和 1 令和
2 平成 2 平成
3 昭和 年 月 日 3 昭和 年 月 日
4 大正 4 大正

　　　　ふりがな

〒 - 電話( - - )
都道

府県

（9）主たる職業　（(10)から(12)までの各項目について最も該当するもの一つを○で囲むこと。
該当するものが２つ以上ある場合は、(15)従たる職業の概要欄に(10)及び(11)から該当する番号を併せ記入すること。）

（10）業務の種類 （11）業務の内容 （12）勤務先

Ⅰ 産業動物診療 1 自ら開設する診療施設において診療の 01 個人診療施設

ⅰ牛　ⅱ馬　ⅲ豚 業務に従事（開設者又は法人代表者） 02 農業協同組合

ⅳ鶏　ⅴその他 2 他の者が開設する診療施設において診 03 農業共済組合、農業共済組

Ⅱ 小動物診療 療の業務に従事  合連合会又は特定組合

ⅰ犬　ⅱ猫　ⅲ小鳥 3 自ら往診のみによって診療の業務に従 04 国

Ⅲ Ⅰ及びⅡ以外の診療 事 05 都道府県

Ⅳ 診療以外の業務であって 4 他の者に雇用され往診のみによって診 06 市町村

 獣医学上の知識を必要と 療の業務に従事 07 独立行政法人

　  するもの 5 行政事務に従事 08 国公立大学法人

Ⅴ 獣医学上の知識を必要と ア　農林畜産　イ　公衆衛生 09 私立学校

 しない業務 ウ　環境　エ　その他 010 競馬関係団体

Ⅵ 無職（学生、その他） 6 試験研究に従事（大学勤務を除く。） 011 民間企業

ⅰ獣医系大学の大学院生 7 獣医系大学で教育に従事 012 公益法人、一般社団法人

ⅱその他学生 （教官又は教員） 　等

ⅲその他 8 獣医系大学の勤務者で7以外に従事 013 その他

9 獣医系大学以外で教育に従事

※Ⅰ又はⅡを○で囲んだ者は、 （教官又は教員） （ 04から06までのいずれかを○で囲んだ

 Ⅰのⅰからⅴまで又はⅡのⅰから 10 その他の業務に従事  者は、①から⑥までの番号を一つ選択

 ⅲまでの主たる対象を一つ選択し、 ア　製薬　イ　飼料　ウ　その他 し、○で囲むこと。）

 ○で囲むこと。

※Ⅵを○で囲んだ者は、ⅰからⅲ  （5又は10を○で囲んだ者は､5のアからエまで又は10  ① 本庁等 ② 検査指導機関

 までの該当する数字を一つ選択し、 　のアからウまでの該当する分野を一つ選択し､ ○で  ③ 家畜保健衛生所等 ④ 保健所等

 ○で囲むこと。 　囲むこと。）  ⑤ 食肉衛生検査所等 ⑥ その他

      　ふりがな

〒 - 電話 ( - - ）
都道

府県

裏面へ続く （日本産業規格Ａ４）

（19）備考

年

（17）防疫業務
　　　への協力

可 ・ 不可
防疫業務とは、家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第
２条第１項の表の上欄に掲げる家畜の伝染性疾病の発生を予
防し、及びまん延を防止することに係る業務をいう。

（18）(任意)

 出身地

都道府県
・外国

（16）業務経験

①臨床経験
   （産業動物診療）

有　・　無
有の場合は年数を記入 ②臨床経験

   （小動物診療）
有　・　無

有の場合は年数を記入

年

（15）従たる職業の概要

号

（3）登録年月日 （4）生年月日

（6）性  別 男 ・ 女（5）氏　　名

（7）現住所

（8）メールアドレス

（13）勤務先の名称

（14）勤務先の所在地

獣医師法第22条の届出書
（令和

（1）登録番号 第



注意

１　登録年月日には、最初に獣医師名簿に登録された年月日を記入すること。（登録事項の変更等で免許証の

交付を２回以上受けている場合は、免許証裏面に記載された登録年月日を記入すること。）

２　主たる職業の業務の種類は、次のとおりとする。

　一　産業動物診療とは、動物の診療であって、最近における主たる対象が牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏又は

うずらであるものをいう。

　二　小動物診療とは、動物の診療であって、最近における主たる対象が犬、猫又は獣医師法施行令（平成４

年政令第273号）第２条各号に掲げる飼育動物（以下「小鳥」という。）であるものをいう。

　三　Ⅰ及びⅡ以外の診療とは、動物の診療であって、最近における主たる対象が牛、馬、めん羊、山羊、豚、

鶏、うずら、犬、猫及び小鳥以外の動物であるものをいう。

３　勤務先について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

　一　特定組合　農業保険法（昭和22年法律第185号）第73条第４項に規定する特定組合をいう。

　二　公益法人　公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）第２条第３

号に規定する公益法人をいう。

　三　一般社団法人等　一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）第２条第１号

に規定する一般社団法人等をいう。

４　従たる職業の概要には、（10）及び（11）から該当する番号を併せ記入すること。また、(10)のⅠ又はⅡを

業務の種類として選択した場合には、Ⅰのⅰからⅴまで又はⅡのⅰからⅲまでの主たる対象を一つ記入

し、（11）の５又は10を業務の内容として選択した場合には、５のアからエまで又は10のアからウまでの該当

する分野を一つ記入すること。

５　臨床経験（産業動物診療）及び臨床経験（小動物診療）の年数には、獣医師名簿に登録されてから現在ま

での間における通算の産業動物診療及び小動物診療の経験年数をそれぞれ記入すること。

６　出身地（任意）には、高等学校等の卒業までに過ごした期間が最も長い都道府県を記入する。外国の場合

は「外国」を丸で囲むこと。

７　届出書が経由される都道府県が前回と異なる場合は、前回の都道府県名を(19)備考欄に記入すること。

８　本届出書の利用目的は、次のとおりである。

一　農林水産省において、獣医師の届出状況を集計・公表し、農林水産行政の基礎資料として活用すること。

二　農林水産省において、獣医療に関する通知等の情報配信等のため、本届出書に記載したメールアドレス

等を利用すること。

三　農林水産省において、都道府県の依頼に応じて行う防疫業務への協力依頼及び獣医療体制整備に係る

情報配信等のため、本届出書に記載したメールアドレス等を利用すること。

四　届出先の都道府県において、 獣医師確保対策や防疫業務への協力依頼の送付等に活用するため、本

届出書に記載したメールアドレス等を利用すること。




